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INFORMATION～まちからのお知らせ～

平成31年度　公立双葉准看護学院　学生募集要項

●学科・修業年限・定員

　学　科：准看護学科　　修業年限：２年�（全日制）　　定　員：30人（男女共学）

●受�験�資�格

　中学校卒業以上の心身健全なる者（年齢不問）�

●願書受付期間

　平成31年１月７日（月）～１月25日（金）　必着

　※窓口持参の場合、土・日・祝祭日を除く午前９時～午後４時30分まで

　※郵送の場合、必ず簡易書留にすること

●試験日程および科目

日　　　 時 平成31年２月１日（金）　午前９時30分

科　�　 目 （１）�筆記試験�（国語・数学）　　（２）�作　文　　（３）�面　接

受 付 時 間 午前８時30分～午前９時00分

会　　 場 公立双葉准看護学院

●合�格�発�表

　平成31年２月８日（金）�午前11時　※本学院玄関およびＨＰに受験番号を掲示

●出�願�書�類

提　出　書　類 備　　　　　考

入学検定料（10,000円） 郵送の場合、普通為替証書（一切記入不要）を同封すること

入 学 願 書 １通
本学院指定用紙に黒ボールペンで記入すること

写真（4.5×4.5㎝、カラー、脱帽上半身正面）を貼付

調 査 書 １通

最終学校の所定様式により学校長が発行したもの

＜最終学校とは＞

・専門学校および専修学校卒業者は、中学校または高等学校

・短大、大学卒業者は、高等学校

※�卒業年数経過のため調査書を発行できない場合は、発行できない旨

の証明書を提出

卒 業 証 明 書

または�

卒業見込証明書

１通
最終学校の所定様式により学校長が発行したもの

（最終学校とは、上記の調査書と同様）

　※入学願書を希望する場合は、電話でお問い合わせください。

 問�公立双葉准看護学院　〒975-0036　福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-76

☎0244-32-0990　0244-32-0991　メールアドレス�futajyun-kango@aioros.ocn.ne.jp

～学生、既卒者の皆さんへ～　ふくしま大卒等就職ガイダンスを開催します

　2020年３月新規大学などを卒業予定の方、2017年

３月以降に大学などを卒業（修了）された方を対象

に、福島県内に就業場所があり、参加対象学生など

を正社員として採用する計画のある事業所の企業説

明会を開催します。

　ぜひご参加ください。

●開催日時　　平成31年３月８日（金）

　＜実施内容＞

　　・事業所ＰＲタイム

　　　午前10時15分～午前11時40分

　　・各種就職支援イベント

　　　午前10時～午前11時40分

　　・合同企業説明会

　　　午後１時～午後４時

　＜会　　場＞

　　ビッグパレットふくしま

　　（郡山市南二丁目52番地）

●主　　催

　�厚生労働省福島労働局（新卒応援ハローワーク、

ハローワーク）、福島県

●そ�の�他

　①�事前申込不要、お気軽にお越しください。

　②�参加事業所は開催一週間前までに、福島労働局

ホームページ上で公開します。

　③�事業所ブースにおける人事担当者などが事業概

要などの会社説明や、ハローワークなど各機関

による職業相談・情報提供などを行います。

 問�福島労働局　職業安定課　☎024-529-5396

2019年山形県川西町・愛知大学本間喜一奨学金について

●名　　称　　�2019年度山形県川西町・愛知大学本

間喜一奨学金

　　　　　　　※�愛知大学創設者の本間喜一氏が山

形県川西町出身の縁から、同大と

連携・協力の協定を締結していま

す。このたび、本間喜一氏の同大

創設時の思いである「地域貢献者

の育成」のため、奨学金制度を設

け、志のある学生を山形県川西町

が支援するものです。

●対�象�者　　東北六県からの入学生

●対象学部　　�愛知大学地域政策学部地域政策学科

（豊橋校舎）

●支�給�額　　�300万円給付

　　　　　　　（年額75万円　４年間の継続支給）

●奨学生数　　�３人以内

　　　　　　　（書類審査、面接により選考）

●給付時期　　�2019年４月～５月に奨学生を募集

し、申請書類、面接を経て選考のう

え、同年８月頃に支給予定。

●給付条件　　�愛知大学在学中、３年生終了時まで

に、山形県川西町にてインターン

シップを２回実施すること。

　　　　　　　（各５日間）

 問�山形県川西町　まちづくり課　☎0238-42-6613

　　愛知大学企画部入試課　☎052-937-8112・8113

交通事故の損害賠償問題でお困りの方へ

　自動車事故の被害にあわれ、示談をめぐる損害賠

償の問題でお困りの方へ、弁護士が「中立・公正」

な立場で、当事者間の紛争解決のお手伝いをします。

　被害者ご本人に損害賠償問題の法律知識がなくて

も、交渉に不慣れでも安心です。

　弁護士費用は、一切かかりません。（無料です）

　まずは、電話で予約をお願いいたします。

（注）�ご相談になじまない場合もありますので、ご

確認をお願いいたします。

 問�（公益財団法人）

　　交通事故紛争処理センター　仙台支部

�　☎022-263-7231


